








香芝市議会議長 川田 裕 殿

香 社 福 第 453号

令和 6年 11月 26日

香芝市長 三 橋 和 史

令和 6年 10月 29日 付け中井政友議員の文書質問に対 し、別紙回答書を送付するc



 

中井政友議員提出の文書質問に対する回答書 

 

Ａ. 基本情報について 

１．障害者手帳取得者人数（２０２４年３月末） 

  ①身体障害者手帳 2,388人 ②知的障害者手帳 770人 ③精神障害者手帳 870人 

２．６５歳以上の障害者人数（２０２４年３月末） 

  ①身体障害者手帳 1,772人 ②知的障害者手帳  18人  ③精神保健福祉手帳 180人 

３．障害福祉サービスの支給決定人数 

  ①40～64歳 303人 ②65歳以上 55人 

４．介護保険サービスを利用している障害者数 

  ①、②とも不明 

 

Ｂ. 介護保険優先等の周知について 

１．介護保険優先に関して、当事者・家族にどのようにお知らせしていますか。 

  （回答）１．電話 ２．郵便 

２．最初のお知らせは誕生日の何ヵ月前にしますか。 

  （回答）３カ月前 

３．誕生日までに何回くらいお知らせをしますか。 

  （回答）１回 

４．お知らせに関する担当窓口はどこになりますか。 

  （回答）１．障害福祉担当課（社会福祉課） 

５．65歳等で介護保険の対象となっても、障害福祉サービスの上乗せ（介護保険での不足分に関

する障害福祉からの追加支給）・横出し（介護保険に相当するものがないサービスに関する障害

福祉からの支給）等の可能性がある事を、当事者・家族に直接お知らせしていますか。 

  （回答）２．上乗せ・横出し等の対象となる方にのみお知らせしている。（一番近い「２」と

回答しているが、65歳になった時に介護保険に該当する障害福祉サービスを受

けている人に対しては説明をしているが、サービスを受けていない人には説明

をしていない。 

６．「問５で１または２を選んだ場合」お伺いします。障害福祉サービスの上乗せ・横出し等のお

知らせは、いつしていますか。 

  （回答）１．介護保険の申請前 

７．「問５で１または２を選んだ場合」お伺いします。どのようなお知らせをしていますか。 

  （回答）２．障害福祉サービスの上乗せ支給について ３．障害固有のサービスの横出し支

給（継続利用）について 

 



Ｃ. 障害福祉と介護保険サービスの優先関係について 

８．介護保険の要介護区分認定によるサービス支給量では、ケアプランで必要とされる支給量を

みたせない場合、何らかの基準を満たせば不足分を障害福祉サービスで上乗せしますか。 

  （回答）１．上乗せする 

９．「８で１を選んだ場合」お伺いします。具体的な基準についてお選び下さい。 

  （回答）１．ケアプランで必要とされる支給量を介護保険で満たせない場合は、要介護区

分・障害支援区分の程度に関わらず、障害区分認定に基づき不足分を障害福祉

サービスから支給する。 

10．重度訪問介護について介護保険を優先しますか。 

  （回答）１．介護保険に相当する部分は介護保険を優先する。 

11．生活介護（通所）について介護保険を優先しますか。 

  （回答）１．介護保険に相当するので介護保険を優先する。 

12．横出しが認められる障害福祉固有のサービスは何ですか。 

  （回答）１．同行援護 ２．行動援護 ３．就労移行支援 ４．就労継続支援Ａ型 ５．就

労継続支援Ｂ型 ６．日常生活に必要な移動支援 ７．社会参加のための移動支援 

８．コミュニケーション支援 10．日常生活用具 

13．横出しをする場合、障害福祉に固有のサービスであること以外の基準はありますか。 

  （回答）２．ない 

14．介護保険へ移行した障害者にあって、上乗せ・横出しのサービスを利用する場合のプラン作

成は、どのような形でおこなっていますか。 

  （回答）２．ケアマネージャーと相談支援専門員が共同で作成 

 

Ｄ. 介護保険に移行しない方への対応について 

15. 障害福祉サービスを利用していた人が 65才等になった時、介護保険へ移行を促しても申請し

なかった場合、どのような対応をしていますか。 

  （回答）２．一定期間、障害福祉サービスを継続支給するが、期間内に申請がない場合は支

給停止する。 

16.「問 15で２を選んだ場合」お伺いします。 支給停止までの一定期間はどの程度ですか。 

  （回答）障害福祉サービス更新の月まで 

17. 介護保険に移行後、事情により障害福祉サービスに戻った事例はありますか。 

  （回答）②ない 

18. 高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減策について 

   ①  特定作業が出来ていない。または出来ている場合 人数（６）人 

   ①－1 特定作業が出来た場合、対象者への個別連絡について １．行っている 

   ②  2023年度償還金額 （738,781円） 

   ③  償還頻度 ３．１年分まとめて 



19．介護保険制度に移行した障害者の実態を踏まえた時、貴自治体として介護保険優先原則に問

題があると思いますか。 

  （回答）２．問題はない 

20．介護保険優先原則に係る問題を是正するために、国は制度（障害者総合支援法７条）を改正

等する必要があると思いますか。 

  （回答）１．改正の必要はない 

 

Ｅ.重度障害者医療費助成制度について 

  「重度障害者医療費助成制度」は大阪府下にて行われている制度であり、本市において同様

の助成制度がないため、回答ができません。なお、大阪府における制度の対象者は以下のとお

りとなっています。 

〈対象者〉 

⑴ 障害等級が１級・２級の身体障害者手帳をお持ちの方 

⑵ 重度の知的障害の方 

⑶ 中度の知的障害で身体障害者手帳をお持ちの方 

⑷ 障害等級が１級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

⑸ 特定医療費（指定難病）受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで、かつ障害年  

金１級または特別児童扶養手当１級に相当する方 

 

奈良県下では類似の制度として「心神障害者（児）医療費助成制度」・「重度心身障害老人

等医療費助成制度」があり、大阪府の「重度障害者医療費助成制度」とは対象範囲が異なり

精神障害者手帳所持者が対象となりません。 

 

 

以 上 


